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67％（40％（注））です。

によって算定した、「賃金月額」が466,500円（424,500円（注））を超える場合は、「賃金月額」は
466,500円（424,500円（注））となります。（これに伴い、1支給対象期間あたりの介護休業給付金
の上限額は312,555円（169,800円（注））となります。）

（注）平成28年8月1日前に介護休業を開始した方に適用する給付率等になります。
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マイナンバーを記載して提出してください。
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